
令和７年１１月２５日

福島市都市政策部都市計画課

第１２９回福島市都市計画審議会
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議案第２８２号 県北都市計画下水道の変更（案）について

議案第２８３号 県北都市計画汚物処理場の決定（案）について

議案第２８４号 県北都市計画高度利用地区

の変更（案）について

議案第２８５号 県北都市計画第一種市街地再開発事業

の変更（案）について
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議案第２８２号

県北都市計画下水道の変更（案）について

１．福島第三の三処理分区の変更

2．施設名称の変更

3．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
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１．福島第三の三処理分区の変更
(１)変更理由及び変更点

変更理由

流域関連公共下水道の福島第三の三処理分区は流域幹
線への接続点を1ヶ所としていたが、未供用地区の早期供
用、普及率の向上及び今後の改築・更新を見据え効率的な
事業の進捗を図るため、処理分区を三つのエリアに分割し、
接続点の位置の変更・廃止・追加を行う。

変更点

変更前 変更後 備 考

岡部岡島汚水幹線 廃 止 （径0.6ｍ Ｌ＝約1５m）

ー 岡 部 大 旦 汚 水 幹 線 径0.6ｍ Ｌ＝約10m

ー 岡部当木汚水準幹線 径0.3ｍ Ｌ＝約１５ｍ

ー 岡 部 東 町汚 水 幹 線 径0.3ｍ Ｌ＝約２０ｍ
4



１．福島第三の三処理分区の変更
(２)位置図

信夫ケ丘球場
信夫ケ丘陸上競技場
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三の三処理分区
下水道事業区域

（流域）幹線

国　　道

県　　道

凡　例



１．福島第三の三処理分区の変更
(３)都市計画の変更（流域幹線へ接続する幹線）

流域幹線本管（φ1650）

断 面 図

市下水道ﾏﾝﾎｰﾙ
（最初の分岐点）

流域下水道
接続ﾏﾝﾎｰﾙ
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県流域下水道福島市公共下水道

都市計画決定
する幹線区間

約１５ｍ
汚水

GL



※サービス管とは

１．福島第三の三処理分区の変更
(４)変更概要（当初計画）
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交差点部での接続のため
・道路交通への影響大
・施工効率が悪い

廃止（岡島字砂入地内）
（岡部岡島汚水幹線接続）

GL

本管が深く埋設された場合、公共
ますの取出工事が容易に行えないた
め、浅い箇所にも下水管を布設し、
取込しやすくするための管。

接続点の変更

通常の
本管

凡　　例

事業区域

（流域）幹線 緑

  (市)埋設が深い
      本管

紫

(市)サービス管 水色

(市)通常の本管 橙色

流域下水道
への接続点



１．福島第三の三処理分区の変更
(４)変更概要（変更後）
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廃止（岡島字砂入地内）
（岡部岡島汚水幹線接続）

変更（岡島字砂入地内）
（岡部大旦汚水幹線接続）

追加（岡部字当木地内）
（岡部当木汚水準幹線）

追加（岡部字東町地内）
（岡部東町汚水幹線接続）

分割の効果
・サービス管が不要になることに
よる工事費の節減

・工事箇所を複数に分散すること
による早期の供用

供用区域

紫

(市)通常の本管 橙色

流域下水道
への接続点

凡　　例

事業区域

(市)サービス管 水色

（流域）幹線 緑

  (市)埋設が深い
      本管

廃止 変更

処理分区
分割線

供用区域

凡　　例

事業区域

（流域）幹線 緑

  (市)埋設が深い
      本管

紫

(市)サービス管 水色

(市)通常の本管 橙色

流域下水道
への接続点



２．施設名称の変更
(１)変更理由及び変更点

変更理由

流域関連公共下水道雨水ポンプ施設の名称変更を行う。都市
計画施設名称を施設の名称へ統一するもの。

変更点

変更前 変更後 備考

下釜雨水排水ポンプ場 下釜雨水ポンプ場 面積1,400㎡

郷野目雨水排水ポンプ場 郷野目雨水ポンプ場 面積 750㎡

渡利雨水排水ポンプ場 渡利雨水ポンプ場 面積2,400㎡
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（位置、規模等の変更なし）



２．施設名称の変更
(２)位置図 （下釜雨水ポンプ場）
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２．施設名称の変更
(３)位置図 （渡利雨水ポンプ場）
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２．施設名称の変更
(４)位置図 （郷野目雨水ポンプ場）
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変更理由

合流式下水道緊急改善事業の施設整備完了による、汚水の流
域下水道への切り替え及び堀河町終末処理場の汚水処理機能
の廃止に伴い、水処理施設を雨水滞水池へ改造したため、施設
の廃止、名称の変更を行う。

変更点

変更前 変更後 備 考

堀河町終末処理場 廃 止 (面積 約41,000㎡)
（一部は堀河町滞水池）

ー 堀河町滞水池 面積 約30,500㎡

堀河町放流渠 廃 止 （堀河町滞水池の施設に含む）

堀河町ポンプ場 廃 止 （堀河町滞水池の施設に含む）

３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
(１)変更理由及び変更点
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〇合流式下水道緊急改善事業
合流式下水道（雨水と汚水を同一の管渠で排除する方式）は、効率的に整備が可能な

反面、雨天時の汚水まじりの下水放流による水質汚濁や悪臭が発生し、社会問題化した
ことを受け、平成14年度に事業が創設された。
本市では平成17年度に事業着手し令和５年度完了。

〇本市の合流式下水道緊急改善事業の内容
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①汚濁負荷量の削減【分流式下水道並み汚濁負荷量への低減】
・下水処理を県北浄化センターへ切替え、同所で晴天時汚水量を高級処理する。
・堀河町終末処理場の既存施設を活用し、雨水滞水池（16,000㎥）の設置により雨天時の下水を一時

的に貯留し阿武隈川への放流量を削減することにより、汚濁負荷（BOD）を削減する。

②公衆衛生上の安全確保【未処理放流回数の半減】
・堀河町終末処理場の既存施設を活用し、雨水滞水池（16,000㎥）の設置により雨天時の下水を一時

的に貯留し阿武隈川への未処理下水の放流回数を削減する。
・分水人孔越流堰の嵩上げ（5箇所）。

③きょう雑物の削減
・スクリーンの設置等によるきょう雑物（ごみ等）の流出を防止する。

３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
(２) 事業概要



A=493ha A=467ha(合流)
A= 26ha(分流)

福島市における合流改善事業のエリア図

３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
(２) 事業概要②
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堀河町
終末処理場



３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
(３)変更概要
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凡
例

新
た
に
決
定

廃
止

変更概要位置図

堀河町終末処理場

凡　　例

終末処理場から
雨水滞水池へ変更

終末処理場から
汚物処理場へ変更
【次議案】

既決定区域

流域下水道
への接続点

（流域）幹線 緑

（市）本管 紫

凡　　例

既決定区域

供用区域



３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
(３)変更概要
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凡　　例

終末処理場から
雨水滞水池へ変更

終末処理場から
汚物処理場へ変更
【次議案】

既決定区域



３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
(４)堀河町終末処理場の処理系統（合流改善前）
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：汚水の流れ（晴天時１Q）※雨天時２Q～３Qは簡易処理してから放流
：処理水の流れ（晴天時１Q）
：雨天時（３Q〜）

汚水処理系統
・晴天時（１Ｑ）：沈砂池→第１ポンプ場→初沈→反応タンク→終沈→塩素減菌室→阿武隈川へ放流

沈砂池

初沈

反応タンク

終沈

塩素減菌室
第１ポンプ場



３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
【参考】下水道処理汚泥及び衛生処理場の処理系統（合流改善前）
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使用していた施設

処理の流れ

①し尿投入室、ポンプ場：バキューム車からし尿を受入れ、貯留する

②前処理室：し尿中の夾雑物を前処理設備で除去し、貯留槽へ移送する

③第1貯留槽、第2貯留槽：前処理後のし尿を貯留し、し尿消化タンクへ移送する

④し尿消化タンク：嫌気性の微生物により、有機分を分解し、分離液は曝気調整槽・汚泥は汚泥処理棟へ移送する

【汚水処理】

⑤曝気調整槽：消化タンクからの分離液を貯留し、二次処理棟へ移送する

⑥二次処理棟：標準活性汚泥法による処理後、下水処理場での処理を行う

【汚泥処理】

⑦遠心脱水機により脱水

⑧ケーキホッパにより場外搬出

汚泥処理棟

搬入
汚泥
場外搬出



３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
(５)堀河町滞水池の処理系統（合流改善後）
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：晴天時（１Q）
：雨天時（２Q〜５Q）雨水滞水池に一時貯留 　　：雨水滞水池に一時貯留後晴天時に放流
：雨天時（５Q～）

機械濃縮

ろ過装

ブロアー

雨水滞水池（16,000㎥）

沈砂池

流域下水道接続

合流改善後の汚水系統（堀河町終末処理場改造後）
・晴天時（１Ｑ）：沈砂池を経由し流域下水道へ流入
・雨天時（２Ｑ〜５Ｑ）：雨水滞水池に一時貯留晴させ、晴天時に沈砂池を経由し流域下水道へ流入

　整備して使用

　現状のまま使用

　使用しなくなる施設

　汚物処理場の施設

凡　例



３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
【参考】衛生処理場の処理系統（合流改善後）
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処理の流れ

①し尿投入室、ポンプ室：バキューム車からし尿を受入れ、貯留する

②前処理室：し尿中の夾雑物を前処理設備で除去し、貯留槽へ移送する

③第1貯留槽、第2貯留槽：前処理後のし尿を貯留し、第3貯留槽へ移送する

④第3貯留槽：（し尿2池）前処理後のし尿を貯留し、二次処理棟（脱窒素槽）へ移送する

（一次希釈水1池）砂ろ過処理した河川水を貯留し、二次処理棟（脱窒素槽）へ移送する

⑤二次処理棟：標準脱窒素処理方式にて、BODや窒素等を除去し、処理水を塩素混和池（流出水路）へ移送する

【汚水処理】

⑥塩素混和池：処理水を河川水で二次希釈し、塩素で消毒して河川へ放流する

【汚泥処理】

⑦遠心脱水機により脱水

⑧ケーキホッパにより場外搬出

整備して使用 現状のまま使用 使用しなくなる施設 し尿処理のライン 河川水のライン

汚泥処理棟

搬入 汚泥
場外搬出



３．合流式下水道緊急改善事業に伴う変更
(６)変更位置図
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議案第２８３号

県北都市計画汚物処理場

の決定（案）について
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(１)決定理由及び決定点

決定理由

衛生処理場(汚物処理場)は、堀河終末処理場において汚泥
や水処理を一体的に行ってきた。

堀河町終末処理場の汚水処理機能の廃止に伴い、単独稼働
に向け終末処理場の一部機能を活用し改造を行ったため、汚
物処理場として新たに都市計画決定する。

決定事項

汚物処理場名 備考

福島市衛生処理場 面積 13,200㎡
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(２)総括図

25



(３)位置図
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(４)施設平面図

凡 例
衛生処理施設

※衛生処理施設は、各家庭から排出されたし尿及び
，浄化槽汚泥等を処理し、公共用水域へ放流するた
めの施設のことです。
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令和７年 １０月３０日 都市計画案の公告・縦覧開始

11月１3日 縦覧終了（意見書無し）

11月25日 福島市都市計画審議会の開催

12月上旬 審議会より市長へ答申

福島県（都市計画課）と最終協議

１２月中旬 都市計画決定の告示縦覧

変更手続きの経過及び今後の予定
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福島駅東口市街地再開発事業に伴う変更

議案第２８４号

県北都市計画高度利用地区の変更（案）について

議案第２８５号

県北都市計画第一種市街地再開発事業

の変更（案）について
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駅東口再開発事業における経過
（R7年７月２８日全員協議会資料より）

３０

R2.3 ＜都市計画決定＞
高度利用地区の変更（区域・壁面の位置の制限）
第一種市街地再開発事業の決定

R4.6 事業計画変更認可 ハイブリッドホール案

～ 工事費高騰・コロナ禍などにより施設計画見直しを余儀なくされる ～

R6.5

～

R7.2

市議会（全員協議会）、
駅周辺まちづくり検討会、
タウンミーティング等
による検討

＜見直し方針＞
●複合棟を民間・公共エリアに分割し、民間・公共ともに規模縮小。
●まちとつながりまちに開かれた、平土間のフレキシブル・ホールへ変更。
●まちなかリビング・大屋根広場・屋上広場など、市民が日常的に憩える
空間を充実。

駅前の顔・シンボルとなり、よりフレキシブルに使える
コンパクトな案を軸に検討。
（雁行型ホール、小規模な屋上広場が道のように連なる
STREET PARKの外観が特徴）

～ 市議会（全員協議会）、設計ワークショップ、設計アドバイザー等からの意見・助言などを反映 ～

R7.7 基本設計の概成 構造、設備・仕様、意匠デザインを概ねとりまとめ

R7.12
（予定） ＜都市計画決定＞

高度利用地区の変更
第一種市街地再開発事業の変更



都市計画変更の概要

主な計画変更点
①３分割利用が可能な「フレキシブル・ホール」や大屋根広場、屋上広場、まちなかリビング等により、
にぎわい・文化・つながりが生まれるより多様なシーンを実現するほか、「まちに開かれ、まちとつな
がる」を目的に、駅前通り、大屋根広場、ホールが地続きでつなげ、これまでにない新しい空間を創出
する。【建築物の規模の変更、壁面位置の制限の変更】

②駅前に大規模な民間投資を呼び込むだけの魅力が乏しくなっているため、ホテルの誘致を見送り、
周辺施設と役割を分担・連携することでまちなかへの回遊性を高める方針とする。【建築物の主要用
途の変更】

以上のことから、持続可能な都市づくりと魅力ある都市空間の形成を図るため、
高度利用地区及び第一種市街地再開発事業について変更する。

イメージパース（全体）

駐車場棟

大屋根広場

民間エリア公共エリア

福島駅→

住宅棟

大屋根広場

イメージパース（大屋根広場と屋上広場）

3１



都市計画変更の概要

3２

今回変更（案）前回決定
令和２年３月２３日 決定

平面図

断面図

平面図

断面図



議案第２８４号

県北都市計画高度利用地区

の変更（案）について

3３



（１）高度利用地区とは

都市計画法第9条に定める用途地域内の市街地において

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る

ため、建築物の「容積率の最高限度及び最低限度」、建築物の

「建蔽率の最高限度」、建築物の「建築面積の最低限度」並びに

「壁面の位置の制限」を定める地区になる。

また、市街地再開発事業を実施できるのは、高度利用地区

に決定された区域内であることが一つの要件になる。

3４



（2）県北都市計画 総括図

県北都市計画
高度利用地区の変更
約7．1ha

3５



（3）福島市の高度利用地区

①

①

②

③福
島
駅

凡例 面積

①栄町 2.6ha

②栄町・置賜町・陣場町 3.6ha

③栄町・置賜町 0.9ha

計 ７．１ha
3６



（４）今回の変更

公共広域施設は、まちに開かれた大屋根広場と一体で利用できるフレ
キシブルホールとし、地上レベルでの利便性を確保し、駅前通りと一体と
なる賑わい空間の創出を図るため壁面位置の制限を変更する。

〇壁面位置の制限 2.0ｍ→0.5ｍ 3７

●壁面の位置の制限



（5）今回の変更

壁面の位置の制限を２．０ｍから０．５ｍに見直すことから、Ｂゾーンにおける容積

率の加算はせず、容積率の最高限度を６００%へ変更し、Ａゾーン、Ｂゾーン及びC

ゾーンに区分してそれぞれ容積率の最高限度を定める。
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●容積率の最高限度

区　域

凡　例



（６）計画図

変更前 変更後

種類 ① ①－A ①－B ①－C

面積
約２．６
ha

約１．２
ha

約０．８
ha

約０．６
ha

約２．６ha

建築物の容積
率の最高限度

７0０%
以下

７０0%
以下

600%
以下

７０0%
以下

建築物の容積
率の最低限度

200%
以下

200％以下

建築物の建蔽
率の最高限度

８０%
以下

８０％以下

建築物の建築面
積の最低限度 ２００㎡ ２００㎡

位置、区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり

「福島駅東口地区第一種市街地再開発事業」の事業計画変更に伴い、土地の合

理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市計画の変更を行う。

（都市計画変更図書抜粋）
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議案第２８５号

県北都市計画第一種市街地再開発事業

の変更（案）について

４０



（１）県北都市計画図

県北都市計画 第一種市街地再開発事業
A=2.0ha
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（２）計画図

再開発事業区域面積 約２．０ｈａ

建築敷地面積
約１３，６００㎡
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（３）変更内容

主な変更点

・建築面積の変更

約１１,000㎡⇒約10,800㎡

・延べ面積の変更

約８３,300㎡⇒約５８,２００㎡

・容積率の変更

約620%⇒約４３０%

・主要用途の変更

宿泊の削除

・建築敷地面積の変更

約１３,２００㎡⇒約１３,６００㎡

追加する建築敷地

建築敷地

凡　例
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（４）計画書

項 目 変更前 変更後

建築物の
整備

建築面積
（㎡）

約11,000 約10,800

延べ面積
（㎡）

約83,000 約58,200

敷地面積に
対する延べ面
積の割合

約６２０% 約４３０%

主要用途

事務所、商業、
宿泊、公共施
設、住宅、駐
車場

事務所、商
業、公共施
設、住宅、
駐車場

建築敷地
の整備

建築敷地
面積（㎡）

約13,200 約13,600

昨今の経済情勢の変化を受け、大規模な民
間投資を呼び込む魅力が乏しくなっている
なかで、まちに開かれまちに融合する福島
ならではの個性的な拠点を実現するため、
建築物の整備等について、変更しようとす
るもの。

（都市計画変更図書抜粋）
変更項目

凡　例
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令和７年 １０月３０日 都市計画案の公告・縦覧開始

11月１3日 縦覧終了（意見書無し）

11月25日 福島市都市計画審議会の開催

12月上旬 審議会より市長へ答申

福島県（都市計画課）と最終協議

１２月中旬 都市計画決定の告示縦覧

変更手続きの経過及び今後の予定
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